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　長野県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和４年10月11日

	 長野県公安委員会委員長　山　田　千代子

長野県公安委員会規則第８号

　　　長野県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則

　長野県警察の組織に関する規則（昭和38年長野県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

　附則第２条の次に次の１条を加える。

　（サミット対策課）

第	３条　警察本部警備部に、当分の間、第２条に規定する課のほか、Ｇ７広島サミット及び関係閣僚会合に関する警察事務をつかさど

らせるため、サミット対策課を置く。

２	　サミット対策課に、総務係、企画係、装備・車両係、宿舎・補給係、交通係、情報係、サイバー対策係、事件捜査係、実施係、警

護係及び受援係を置き、係の事務分掌は、サミット対策課長があらかじめ本部長の承認を得て定める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

警　務　課


